
天塩町医療職員養成修学資金貸付制度のご案内

対象となる方 看護師・保健師・臨床検査技師等の医療技術者を育成する学校もしくは養成所等
に在学しており、将来、天塩町医療職員として、医療業務に従事できる方。

貸付が決定された際には、申請した月から卒業する月までは貸付金額の全額を貸付します。
また、申請月までの既修学分は貸付金額の２割（在学期間が１年以下の場合は５割）を貸付します。

資格取得後、天塩町医療職員 ( 貸付金額と同額の職種 ) として貸付を受けた期間と同じ期間を勤務した
場合は、返済が免除されます。ただし、貸付を認められた方であっても、天塩町での医療業務の従事
を保障するのものではなく、従事できない場合には貸付金を返済していただきます。

必要な書類

貸 付 金 額

看護師

保健師　

臨床検査技師
衛生検査技師
診療放射線技師

准看護師

診療エックス線技師
理学療法士
作業療法士

助産師

貸付期間

返済の免除
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